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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の検査のための画像システムであって、
　凹面の非球面反射面および第１の距離以下である外径を有する後方反射体であって、前
記後方反射体内に開口が形成され、前記開口が、視野から前記画像システムへと光を受け
入れる後方反射体と、
　凹面の非球面反射面および前記第１の距離以下である外径を有する前方反射体であって
、前記前方反射体内に開口が形成され、前記開口が、前記画像システムから像面へと前記
光を送り出す前方反射体と、
　前記前方反射体からの光を受けて、前記光を前記前方反射体内の前記開口を介して前記
画像システムから送り出すための凸面の非球面反射面を有する中央反射体と、
　を含み、
　前記後方反射体の曲率半径は前記前方反射体からの最初の反射の後に後方反射体に当た
る際に周辺光線の収束を低減させるように選択され、前記前方反射体の曲率半径は前記前
方反射体からの二回目の反射の後に中央反射体に当たる際に周辺光線の収束を低減させる
ように選択され、
　前記中央反射体の曲率半径は、前記周辺光線が画像システムから出ていくために必要と
される前方反射鏡の開口のサイズを小さくするように選択される、
　画像システム。
【請求項２】
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　前記視野から前記画像システムへと受け入れた前記光は、前記前方反射体において２回
反射し、前記後方反射体および前記中央反射体の両方において、それぞれ１回ずつ反射す
る、請求項１に記載の画像システム。
【請求項３】
　前記画像システムは、純粋な反射光学システムである、請求項１に記載の画像システム
。
【請求項４】
　前記第１の距離は、約１７２ミリメートル以下である、請求項１に記載の画像システム
。
【請求項５】
　前記中央反射体は、前記後方反射体と前記前方反射体との間に配置される、請求項１に
記載の画像システム。
【請求項６】
　前記後方反射体の前記反射面は、前記前方反射体の前記反射面に向き合う、請求項１に
記載の画像システム。
【請求項７】
　前記システムは、約０．３７５から約０．９３の開口数を有する扇状の光を前記視野か
ら受け入れて、前記像面へ送り出す、請求項１に記載の画像システム。
【請求項８】
　前記中央反射体から放出された前記光を、前記後方反射体内の前記開口を介して受け取
るように配置された屈折光学要素をさらに備える、請求項１に記載の画像システム。
【請求項９】
　前記視野からの前記光の一部分を捉えて、前記光の一部分を、前記前方反射体と前記後
方反射体との間の前記システムから送り出すために、前記後方反射体と前記中央反射体と
の間に配置された直角屈折プリズムをさらに備える、請求項１に記載の画像システム。
【請求項１０】
　前記直角屈折プリズムは、湾曲した入力面および出力面を有する、請求項９に記載の画
像システム。
【請求項１１】
　前記直角屈折プリズムは、約０．３の開口数を有する扇状の光を前記視野から受け入れ
て、前記システムから送り出す、請求項９に記載の画像システム。
【請求項１２】
　前記後方反射体と前記前方反射体との間の前記システム内、前記直角屈折プリズム内お
よび前記視野上へ照射光を向けるための光源をさらに備える、請求項９に記載の画像シス
テム。
【請求項１３】
　基板の検査のための画像システムであって、
　凹面の非球面反射面および第１の距離以下である外径を有する後方反射体であって、前
記後方反射体内に開口が形成され、前記開口が、視野から前記画像システムへと光を受け
入れる後方反射体と、
　凹面の非球面反射面および前記第１の距離以下である外径を有する前方反射体であって
、前記前方反射体内に開口が形成され、前記開口が、前記画像システムから像面へと前記
光を送り出す前方反射体において、前記後方反射体の前記反射面は、前記前方反射体の前
記反射面に向き合う前方反射体と、
　前記後方反射体と前記前方反射体との間に配置され、前記前方反射体からの光を受けて
、前記光を前記前方反射体内の前記開口を介して前記画像システムから送り出すための凸
面の非球面反射面を有する中央反射体において、前記視野から前記画像システムへと受け
入れた前記光は、前記前方反射体において２回反射し、前記後方反射体および前記中央反
射体の両方において、それぞれ１回ずつ反射する中央反射体と、
　を備え、
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　前記後方反射体の曲率半径は前記前方反射体からの最初の反射の後に後方反射体に当た
る際に周辺光線の収束を低減させるように選択され、前記前方反射体の曲率半径は前記前
方反射体からの二回目の反射の後に中央反射体に当たる際に周辺光線の収束を低減させる
ように選択され、
　前記中央反射体の曲率半径は、前記周辺光線が画像システムから出ていくために必要と
される前方反射鏡の開口のサイズを小さくするように選択される、
　画像システム。
【請求項１４】
　前記システムは、約０．３７５から約０．９３の開口数を有する扇状の光を前記視野か
ら受け入れて、前記像面へ送り出す、請求項１３に記載の画像システム。
【請求項１５】
　前記中央反射体から放出された前記光を、前記後方反射体内の前記開口を介して受け取
るように配置された屈折光学要素をさらに備える、請求項１３に記載の画像システム。
【請求項１６】
　前記視野からの前記光の一部分を捉えて、前記光の一部分を、前記前方反射体と前記後
方反射体との間の前記システムから送り出すために、前記後方反射体と前記中央反射体と
の間に配置された直角屈折プリズムをさらに備える、請求項１３に記載の画像システム。
【請求項１７】
　前記直角屈折プリズムは、湾曲した入力面および出力面を有する、請求項１６に記載の
画像システム。
【請求項１８】
　前記直角屈折プリズムは、約０．３までの開口数を有する扇状の光を前記視野から受け
入れて、前記システムから送り出す、請求項１６に記載の画像システム。
【請求項１９】
　前記後方反射体と前記前方反射体との間の前記システム内、前記直角屈折プリズム内お
よび前記視野上へ照射光を向けるための光源をさらに備える、請求項１６に記載の画像シ
ステム。
【請求項２０】
　基板の検査のための画像システムであって、
　凹面の非球面反射面および第１の距離以下である外径を有する後方反射体であって、前
記後方反射体内に開口が形成され、前記開口が、視野から前記画像システムへと光を受け
入れる後方反射体と、
　凹面の非球面反射面および前記第１の距離以下である外径を有する前方反射体であって
、前記前方反射体内に開口が形成され、前記開口が、前記画像システムから像面へと前記
光を送り出す前方反射体において、前記後方反射体の前記反射面は、前記前方反射体の前
記反射面に向き合う前方反射体と、
　前記後方反射体と前記前方反射体との間に配置され、前記前方反射体からの光を受けて
、前記光を前記前方反射体内の前記開口を介して前記画像システムから送り出すための凸
面の非球面反射面を有する中央反射体と、
　湾曲した入力面および出力面を有する直角屈折プリズムであって、約０．３までの開口
数を有する前記視野からの前記光の一部分を捉えて、前記光の一部分を、前記前方反射体
と前記後方反射体との間の前記システムから送り出すために、前記後方反射体と前記中央
反射体との間に配置される直角屈折プリズムと、
　を備える画像システムであって、
　前記視野から前記画像システムへと受け入れた前記光が、前記前方反射体において２回
反射し、前記後方反射体および前記中央反射体の両方において、それぞれ１回ずつ反射し
、前記中央反射体を離れて前記システムから送り出されるときに約０．３７５から約０．
９３の開口数を有し、
　前記後方反射体の曲率半径は前記前方反射体からの最初の反射の後に後方反射体に当た
る際に周辺光線の収束を低減させるように選択され、前記前方反射体の曲率半径は前記前
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方反射体からの二回目の反射の後に中央反射体に当たる際に周辺光線の収束を低減させる
ように選択され、
　前記中央反射体の曲率半径は、前記周辺光線が画像システムから出ていくために必要と
される前方反射鏡の開口のサイズを小さくするように選択される、
　画像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集積回路製造の分野に関する。より詳細には、本発明は、集積回路の紫外線
光学検査に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光学検査システムは、集積回路が形成される基板および構造における微小欠陥の検出に
使用されている。本明細書で使用される場合、「集積回路」という用語は、シリコンもし
くはゲルマニウムのような第ＩＶ族材料、もしくは、ガリウムヒ素のような第ＩＩＩ‐Ｖ
族化合物、または、こうした材料の混合物から形成される基板などのモノリシック半導体
基板上に形成されるような装置を含む。この用語は、メモリおよび論理回路など、あらゆ
る種類の形成された装置、ならびに、ＭＯＳおよびバイポーラなど、あらゆる設計のこう
した装置を含む。この用語は、フラットパネルディスプレイ、太陽電池および電荷結合素
子（ＣＣＤ）などの適用をも包含する。
【０００３】
　このような検査システムは、その処理量および検出感度の双方を高めることが常に求め
られている。光学系に基づく検査手段において、開口数（ＮＡ）が非常に高い光学系の使
用、および、パルス放出レーザによる高出力、短波長（λ）照射（通常、遠紫外域内）が
、これらの目標を達成する方法である。このようなシステムの光学的分解能（Ｒ）は、Ｒ
＝（０．６１）λ／ΝΑであるレイリーの基準によって規定される。光学的分解能（Ｒ）
の値が小さくなるほど、光学系の分解能は高くなる。
【０００４】
　パルス紫外線レーザは、検査手段が要求された処理量および検出感度を達成可能にする
ために十分な高さの出力を発生する、現在のところ唯一の発生源である。これらのレーザ
光源は、純粋に単一波長の放出源である傾向がある低出力連続波レーザ光源と比較すると
、かなり広い放出波長帯域を有する傾向がある。
【０００５】
　屈折（ガラス）素子にのみ基づく光学システムには、紫外線透過特性の良好なガラス材
料の選択に限りがあるため、紫外線領域において色補正が困難であるという問題および色
収差の問題がある。このように、屈折光学系は、より高い開口数において画質が劣る傾向
がある。この問題への１つの解決方法は、反射要素および屈折要素の組み合わせである反
射屈折システムを使用することである。これらのシステムでは、光源光の小さな帯域内に
おいて色収差を限定的に補正できる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、上述したような問題を、少なくとも部分的に減らすシステムが求められて
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記およびその他の要求は、凹面の非球面反射面および第１の距離以下である外径を有
し、その内部に、視野から画像システムへと光を受け入れるための開口が形成された後方
平面反射体と、凹面の非球面反射面および第１の距離以下である外径を有し、画像システ
ムから像面へと光を送り出すための開口が形成された前方平面反射体と、前方平面反射体
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からの光を受けて、その光を前方平面反射体内の開口を介して画像システムから送り出す
ための凸面の非球面反射面を有する中央反射体とを含む画像システムによって満たされる
。
【０００８】
　上述の反射光学要素のみを用いて主となる画像（イメージング）チャネルを形成するこ
とにより、システムは、広範な開口数を示し、波長無依存であり、著しく高い分解能を有
し、非常に小型である。
【０００９】
　本発明のこの様態に基づく様々な実施形態において、画像システムは、純粋な反射光学
システムである。いくつかの実施形態において、第１の距離は、約１７２ミリメートル以
下である。いくつかの実施形態において、中央反射体は、後方平面反射体と前方平面反射
体との間に配置される。いくつかの実施形態において、後方平面反射体の反射面は、前方
平面反射体の反射面に向き合う。いくつかの実施形態において、視野から画像システムへ
と受け入れた光は、前方平面反射体において２回反射し、後方平面反射体および中央反射
体の両方において、それぞれ１回ずつ反射する。いくつかの実施形態において、システム
は、約０．３７５から約０．９３の開口数を有する扇状の光（fan of light）を視野から
受け入れて、像面へ送り出す。いくつかの実施形態において、屈折光学要素は、中央反射
体から放出された光を、後方平面反射体内の開口を介して受け取るように配置される。
【００１０】
　いくつかの実施形態において、直角屈折プリズムは、視野からの光の一部分を捉えて、
その光の一部分を、前方平面反射体と後方平面反射体との間のシステムから送り出すため
に、後方平面反射体と中央反射体との間に配置される。いくつかの実施形態において、直
角屈折プリズムは、湾曲した入力面および出力面を有する。いくつかの実施形態において
、直角屈折プリズムは、約０．３の開口数を有する扇状の光を視野から受け入れて、シス
テムから送り出す。いくつかの実施形態は、後方平面反射体と前方平面反射体との間のシ
ステム内、直角屈折プリズム内および視野上へ照射光を向けるための光源を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態の構成を示す図である。
【００１２】
　本発明のさらなる利点は、図面と合わせて考慮する際、詳細な説明を参照すれば明らか
である。図面は、詳細をより明確に示すために原寸に比例せず、類似の参照番号は類似の
要素を一貫して指し、本発明の実施形態に基づく画像システムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の様々な実施形態は、屈折要素をもたない、３つの反射体からなる全反射型の反
射光学画像システムに向けられているため、いかなる形態の色収差もなく、原則として、
レーザ源のあらゆる帯域および全波長で作動する。
【００１４】
　様々な実施形態は、単一倍率段階の有限共役系を含む。反射体の表面のうちの１つは２
回使用されるため、この反射体によって、光源から発せられる光が全て２回反射され、そ
の結果、回折限界のレンズの要求する性能にかなう４回反射型システムが得られる。
【００１５】
　ここで図面を参照すると、本発明の実施形態１００が図示されている。システム１００
は、３つの反射面を使用し、前方平面反射体１０４と、後方平面反射体１０２と、中央反
射体１０６とを含み、このうち１つの反射体１０４の表面は２回使用される。このため、
対物面１２４から発せられた光１１８は、像面（図示せず）に結像する前に、４つの反射
１０８、１１０、１１２および１１４を経る。４つの反射１０８、１１０、１１２および
１１４を（より少ない反射数の代わりに）用いる理由の１つは、これら４つの反射が、折
り畳みを行う反射体による閉じ込めを出て像を形成する光束を、より高開口数のものでき
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るためである。
【００１６】
　曲率半径および全ての反射面の反射体離間距離は、特定の設計要求を達成するために選
択される。反射体１０４の曲率半径は、対物面１２４から発した周辺光線１１６の高さが
、反射体１０４からの第１の反射の後、反射体１０２に当たる際に減少する（収束）よう
に選択される。反射体１０２の曲率半径は、周辺光線１１６が、反射体１０４からの第２
の反射の後、反射体１０６に当たる際に、その収束が低減されるように選択され、それに
よって、オブスキュレーション比を低減する。最後に、反射体１０６の曲率半径は、周辺
光線１１６がシステム１００から出るために必要な反射体１０４の孔の寸法を縮小するよ
うに選択され、これもまた、オブスキュレーション（obscuration）比を低減する。
【００１７】
　この周辺光線の収束により、オブスキュレーション比を低減するとともにシステムを非
常に小型化できる。その他の反射システムにおいて、第１および第２の鏡は、さらに離間
して配置され、所望のとおりに光束を収束させる。反射体１０２、１０４および１０６の
土台部分の曲率を選択することによってこの速やかな収束を達成した後、非球形係数が加
えられて、光学システム１００の第１収差、および、より高次の収差を補正する。非球形
係数を有する表面の球欠高さ（sag）は、次の多項式によって規定される。
【数１】

【００１８】
　ただし、ｓは、表面の球欠高さ、
ｃは、土台部分の曲率半径、
ｈは、軸からの高さ、
ｋは、コーニック定数、
Ａ’は、非球形係数である。
【００１９】
　Ａ’は、最適化手法の間、体系的に加えられて、対物面１２４から発せられる光線の収
差を所望の程度に補正されるまで低減し、一方で、周辺光線の速やかな収束という設計の
第１原理を維持する。
【００２０】
　直列の反射光学システムは、中心オブスキュレーションを有して、開口数の部分的な集
光を阻み、検出感度を低下させる。システム１００において、反射体１０６の配置および
寸法は、中心オブスキュレーションを低減させるように選択される。反射体１０６を反射
体１０４に近づけると、中心オブスキュレーションは低減する。しかしながら、周辺光線
１１６がシステム１００から出る際に、反射体１０６から外れないように注意する必要が
ある。外れてしまうとシステム１００の開口数が低下する。
【００２１】
　このバランスは、反射体１０６を非球形の表面形状に形成することにより本システム１
００において達成される。この実施形態においては、より高い多項式係数の非球面形状で
ある。一般的なシュヴァルツシルト対物鏡は約２０パーセントのオブスキュレーションを
有するのに対し、システム１００において、反射体１０６の配置および寸法は、オブスキ
ュレーションを約１６パーセント以下に低減する。
【００２２】
　システム１００の全長１２０および反射体どうしの離間距離もまた調整されて、上述の
結果を達成し、かつ、システム１００の寸法を縮小する。結果として、図示のように、認
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められた開口数は、約０．３７５（光束の境界１１８）から約０．９３（光束の境界１１
６）までである。この設計は、小型のシステム１００を生み出し、これは１つの実施形態
において、円筒状のハウジング内に囲まれており、直径１２２がわずか約１７２ミリメー
トル、長さ１２０が約６５ミリメートルである。
【００２３】
　この実施形態における３つの反射面１０２、１０４および１０６は、視野１２４内に回
折限界スポットを生成するために使用され、この直径は、約１５０ミクロンから約３００
ミクロンである。この収束スポットは、システム１００により像面（図示せず）において
約５２．８倍に拡大される。このシステム１００のコンパクト性のために、反射光学シス
テムにおいて一般にみられる中間像の形成が阻まれる。システム１００のコンパクト性は
、反射体１０２および１０４に求められる直径をも減らす。反射体１０４の直径は、対物
面１２４からのその物理的な距離によって決定され、また、反射体１０２の直径は、周辺
光線１１６の光路によって決定される。
【００２４】
　反射体１０４の表面形状が、周辺光線１１６の光路および方向を決定づける。反射１０
８の後、反射体１０４から光線１１６が発散してしまうと、位置１０８よりも半径方向に
中心からより遠ざかる位置１１０において反射体１０２に当たることになるため、反射体
１０２の直径は、図示の実施形態にあるよりも大きくする必要があろう。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、システム１００の収差は、反射体１０２、１０４および
１０６のうちのいくつかまたは全てを非球面の表面形状として形成することにより低減さ
れる。球面の形状を有する表面は、高開口数の光学システムの収差を補正するために限ら
れた性能しか有していない。他方、非球面の形状の表面は、設計の自由度を増すことがで
き、このことにより、より高い開口数の入力に付随するレンズの収差を低減するために使
用できる。この実施形態１００において、反射体１０２、１０４および１０６は、非球面
の形状を有して、システム１００の寸法を縮小し、集光効率を改善する。
【００２６】
　基板平面１２４からのより低い開口数の散乱を集光するために（低い開口数の暗視野）
、１つの実施形態において、第２の光チャネル１２６がシステム１００に加えられる。こ
れは、実行焦点距離が約１９．２８ミリメートルの湾曲した直角屈折プリズム１２８を利
用する。湾曲した入力面および出力面を有する屈折プリズム１２８により、第２のチャネ
ル１２６は非常に小型化することができて、反射体システム１００の使用可能領域を塞ぐ
ことなく、大きな開口数の集光光学系の空所に収まるようにする。プリズム１２８の入力
面および出力面の曲率は、開口数０．３の扇状の光線１３０を捉えて、反射体１０２およ
び１０４の間の入手可能な空き空間内に、そこを出るまでは、収容するように構成される
。
【００２７】
　第２のチャネル１２６の要素１３２の全ては、屈折性であるため、比較的高い分散を示
す。したがって、第２のチャネル１２６は、設計波長２６６ナノメートル＋半値幅１５０
ピコメートル（２６６ｎｍ＋１５０ｐｍＦＷＨＭ）に対して補正される。このチャネル１
２６の散乱は、開口数の範囲が主となるチャネルよりもかなり低いため、許容し得る。
【００２８】
　第２のチャネル１２６が開口数約０．３まで集光するため、主となる光チャネルは、約
０．３７５から約０．９３までを集光し、開口数が約０．３０から約０．３７５の範囲内
の開口数だけは、システム１００は集光されない。
【００２９】
　第２のチャネル１２６における屈折プリズム１２８もまた、光源１３６を用いて、照射
チャネル１３４の一部として使用できる。図示の実施形態は、焦点面１２４上に直径約１
．５ミクロンの収束スポットを生成し、照射野直径約１５０ミクロンにまで延びる。
【００３０】
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　上述したように、表面１０２、１０４および１０６の非球面の構成要素は、高度な補正
および高分解能を達成するために重要な役割を担う。土台となる球面の湾曲は、対物面１
２４からの光線束を速やかに収束させるように設定されている。このことは、システムの
収差を補正するそれらの性能を制限することから、より高次の多項式係数の要求に至る。
【００３１】
　この設計の別の特性は、反射体１０４における反射を２回用いることである。このこと
は費用削減の利点を有するが、この表面により達成可能な補正の程度に制限を課すことに
なる。最初に、周辺光線１１６は、表面１０４に１０８において当たって発散し、表面１
０２からの第２の反射の後に収束する。光線の方向余弦は、その過程で符号を変え、光線
の収差特性を生み出す。このことは、非球形係数なしでは事実上補正不可能として、設計
にさらなる制約を課す。
【００３２】
　その他の反射設計において、各反射体は１度だけ使用されて、純粋に休憩を有すること
ができる。しかしながら、そのようなシステムもまた、本システム１００より大型となる
。
【００３３】
　システム１００のこれら２つの特性である、周辺光線の速やかな収束をもたらす土台部
分の湾曲と、システムの収差を補正するための非球形係数の体系的な追加とによって、シ
ステム１００は、光学設計技術において独自のものとなる。
【００３４】
　別の実施形態において、薄型の屈折要素１３８は、反射体１０６の下流、鏡の箱である
システム１００のすぐ外側に追加されて、軸外の場の追加的な補正を提供する。この要素
１３８は、システム１００の色補正に対していかなる影響をも及ぼさないほど十分に薄い
が、照射野面積１２４を２倍にしてしまう。
【００３５】
　上述の本発明の実施形態の説明は、説明と解説を目的として提示されている。これは、
全てを網羅している訳ではなく、また、開示されるそのままの形態に本発明を限定するも
のでもない。上記の教示を踏まえて、自明な改変または変更をすることができる。実施形
態は、本発明の原理およびその実際的な用途の説明を提供し、それによって当業者が本発
明を様々な実施形態で、また企図される特定の用途に適するように様々な修正を行って利
用できるようにすることを目的として選択され説明された。その能力に基づいて解釈され
た時、その能力に対して公正に、法的に、そして、公平に資格を与えられているのである
が、このような修正および改変の全ては添付の特許請求の範囲に記載された本発明の範囲
内である。
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